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図の説明：　Ａの土地を確認するにあたって、Ａの土地と
隣接する土地との境界点確認が必要になりま
す。Ａの土地のまわりに付けた、①から⑤の番
号の青い丸の境界点を確認することとなりま
す。

　Ａの土地の権利者様と隣接する、まわりの土
地、左側からＢ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、これらの土地の権
利者様にも立会いをお願いすることになりま
す。

　ＣとＤの土地の権利者様は、都市計画線に掛
かっていませんが、Ａの方の土地の範囲を確
認するため、境界確認のご協力をお願いする
ことになります。
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図の説明：　Ａの土地を通っている緑色の都市計画線と、
Ａ、Ｂの土地との境界線の交点に、ひらがな文
字の「あ」が付いた紫色の丸の点、同じく、Ａ、Ｅ
の土地との境界線の交点に、ひらがな文字の
「い」がついた紫色の丸の点がございます。こ
の紫色の丸の境界点は、都市計画線の内側と
都市計画線の外側、つまり、将来、道路になる
土地と、皆様の土地との境界点ということにな
ります。

　この境界点を、現地に標示いたします。その
際、Ａ、Ｂ、Ｅの土地の権利者様のご了解をい
ただいたうえで、金属鋲や、プラスチック杭等の
表示物、また、既存の塀の上に位置する場合
などは、刻印や、ペンキ等の表示をさせていた
だきたいと思います。
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　この道路整備についてのご質問、お問い合わせは、

　　下記の連絡先までお願いいたします。

東京都第六建設事務所　

　　道路整備全般に関しては

　　　　（土曜、日曜、祝日は除きます）

　　　　工事課工務係 ℡03(3882)1408

　　測量に関しては　　

　　　　工事課木密測量担当係 ℡03(3882)1485

　　　　午前９時から午後５時３０分まで


